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【手続補正書】
【提出日】平成30年8月28日(2018.8.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　止血弁アセンブリであって、
　筐体と、
　筐体の中に少なくとも部分的に配置され、弾性部材を通って少なくとも部分的に延びる
幅が変動する導路を形成する、弾性部材と、を備え、
　前記弾性部材は、
　　止血第一直径を規定する第一密封表面と、
　　止血前記第一直径より大きな第二直径を規定する第一レリーフ表面と、
　　止血前記第一直径とは大きさが異なり、前記第二直径より小さい第三直径を規定する
第二密封表面と、
　　止血前記第三直径より大きな第四直径を規定する第二レリーフ表面と、を有し、
　前記第一密封表面は、前記第一レリーフ表面の近位にあり、前記第一レリーフ表面は、
前記第二密封表面の近位にあり、前記第二密封表面は、前記第二レリーフ表面の近位にあ
る、止血弁アセンブリ。
【請求項２】
　前記弾性部材が、前記筐体によって半径方向に圧縮される、請求項１に記載の止血弁ア
センブリ。
【請求項３】
　請求項１～２のいずれか一項に記載の止血弁アセンブリであって、
　前記筐体が、円筒形の内径を規定し、
　前記弾性部材が、前記筐体の前記内径に少なくとも部分的に配置される、止血弁アセン
ブリ。
【請求項４】
　前記弾性部材の中に、前記弾性部材の遠位端から前記導路の遠位端まで少なくとも延び
るスリットをさらに有する、請求項１～３のいずれか一項に記載の止血弁アセンブリ。
【請求項５】
　前記スリットが、前記弾性部材を２つの別個の接続していない部品に分ける、請求項４
に記載の止血弁アセンブリ。
【請求項６】
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　前記弾性部材が、密封領域をさらに有し、前記止血弁アセンブリが静止状態にあるとき
に、前記密封領域が、前記スリットを横切る液密性シールを形成する、請求項４～５のい
ずれか一項に記載の止血弁アセンブリ。
【請求項７】
　前記弾性部材を、前記筐体の中に少なくとも部分的に固定するような構成であるキャッ
プをさらに備えている、請求項１～６のいずれか一項に記載の止血弁アセンブリ。
【請求項８】
　前記弾性部材は、前記弾性部材を前記筐体に固定するために、キャップと係合するため
の凹部を有する、請求項７に記載の止血弁アセンブリ。
【請求項９】
　前記弾性部材が、細長部材の近位端上で引っ込められることなく、前記弾性部材を通っ
て延びる前記細長部材の周囲から除去されるような構成である、請求項１～８のいずれか
一項に記載の止血弁アセンブリ。
【請求項１０】
　前記筐体が、第一アームと第二アームとを備えており、前記筐体を前記細長部材の近位
端上で引っ込めることなく、前記細長部材から前記筐体を除去するために、前記第一アー
ムおよび前記第二アームが、前記筐体の部分を互いに分離するような構成である、請求項
９に記載の止血弁アセンブリ。
【請求項１１】
　前記弾性部材がシリコーンゴムを含む、請求項１～１０のいずれか一項に記載の止血弁
アセンブリ。
【請求項１２】
　前記弾性部材の幅が、圧縮されていないときの前記弾性部材の幅の９７％～９４％の間
になるように、前記筐体が半径方向に前記弾性部材を前記止血弁アセンブリの長手方向軸
に向かって圧縮する、請求項１～１１のいずれか一項に記載の止血弁アセンブリ。
【請求項１３】
　前記第一密封表面が、第一突出部の最内表面によって規定され、前記第二密封表面が、
第二突出部の最内表面によって規定され、細長部材が止血弁アセンブリの中を進むにつれ
て、前記第一突出部が、前記第一レリーフ表面によって形成される第一レリーフ空間の中
で曲がるような構成であり、前記第二突出部が、第二レリーフ表面によって規定される第
二レリーフ空間の中で曲がるような構成である、請求項１～１２のいずれか一項に記載の
止血弁アセンブリ。
【請求項１４】
　前記第一直径が前記第三直径より長い、請求項１～１３のいずれか一項に記載の止血弁
アセンブリ。
【請求項１５】
　前記弾性部材が、前記第一密封表面および前記第二密封表面の直径とは異なる第五直径
を有する第三密封表面をさらに有し、前記第三密封表面が、前記第二レリーフ表面の遠位
にある、請求項１～１４のいずれか一項に記載の止血弁アセンブリ。
【請求項１６】
　前記第五直径が、前記第一直径および前記第三直径の両方よりも小さい、請求項１５に
記載の止血弁アセンブリ。
【請求項１７】
　前記第五直径が、ガイドワイヤの周囲に液密性シールを形成するような構成である、請
求項１５～１６のいずれか一項に記載の止血弁アセンブリ。
【請求項１８】
　前記第一密封表面は、第一高さが０．２５ｍｍ～１．５ｍｍの第一円筒形表面を形成し
、前記第二密封表面は、第二高さが０．２５ｍｍ～１．５ｍｍの第二円筒形表面を形成す
る、請求項１に記載の止血弁アセンブリ。
【請求項１９】
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　細長部材の周囲に止血シールを形成する方法であって、該方法は、
　幅が変動する導路を形成する弾性部材を備える止血弁アセンブリを得ることを含み、該
弾性部材は、
　　第一直径を有する第一密封表面と、
　　前記第一直径より大きな第二直径を有する第一レリーフ表面と、
　　前記第一直径とは大きさが異なり、前記第二直径よりも小さい第三直径を有する第二
密封表面と、
　　前記第三直径よりも大きい第四直径を有する第二レリーフ表面と、を有し、
　　前記第一密封表面が前記第一レリーフ表面の近位にあり、前記第一レリーフ表面が前
記第二密封表面の近位にあり、前記第二密封表面が前記第二レリーフ表面の近位にあり、
　前記細長部材を止血弁アセンブリの中に進めることを含み、ここで、前記細長部材の一
部が前記止血弁アセンブリを横切って配置されるとき、前記第一密封表面および前記第二
密封表面のうち１つ以上が、前記細長部材の一部の周囲に液密性シールを形成する、方法
。
【請求項２０】
　前記細長部材が、第一直径と第二直径を有し、前記第一密封表面が、前記細長部材の前
記第一直径と共に液密性シールを形成し、前記第二密封表面が、前記細長部材の前記第二
直径と共に液密性シールを形成する、請求項１９に記載の方法。
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